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穂
並
町

一
六
の
四
六

平
成

��

･

�･

�

ア
ー
ス
サ
ポ

ー
ト
株
式
会

社

東
京
都
渋
谷
区
本

町
一
丁
目
四
の
一

四

重
度
訪
問

介
護

ア
ー
ス
サ
ポ

ー
ト
十
和
田

十
和
田
市
穂
並
町

一
六
の
四
六

〃

ア
ー
ス
サ
ポ

ー
ト
株
式
会

社

東
京
都
渋
谷
区
本

町
一
丁
目
四
の
一

四

同
行
援
護

ア
ー
ス
サ
ポ

ー
ト
十
和
田

十
和
田
市
穂
並
町

一
六
の
四
六

〃



( )

百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

平
成
二
十
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号(

使
用
の
許
可
に
係
る
漁
港
施
設
の
指
定)

を
も
っ
て
指
定
し
た
青
森
県
漁
港
管
理
条
例

(

昭
和
三
十
八
年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
七
号)

第

九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
施
設
を
変
更
し
た
の
で
、
同
告
示
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
の
表
正
津
川
漁
港
の
項
を
削
る
。

別
図
二
十
二
を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
号

宅
地
建
物
取
引
業
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
財
団
法

人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
か
ら
次
の
と
お
り
名
称
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

ア
ポ
テ
ッ
ク
柏
崎

店

八
戸
市
柏
崎
三
丁
目
七
の
一
七

平
成
��

･

�･

�

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
な
ご
み

平
川
市
柏
木
町
藤
山
三
四
の
二
三

平
成
��･

�･

�

な
か
よ
し
調
剤
薬

局
松
原
店

弘
前
市
大
字
松
原
東
二
丁
目
五
の
二
六

〃

弘
前
駅
前
メ
ン
タ

ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
駅
前
町
六
の
一
一

〃

な
か
よ
し
調
剤
薬

局
弘
前
駅
前
店

弘
前
市
大
字
駅
前
町
六
の
一
一

〃

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

上
北
郡
横
浜
町

平
成

��･

�･

��

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
小
舟
渡
五
〇
佐
京

登

三
戸
郡
階
上
町
大
字
赤
保
内
字
柳
沢
一
五
の
五
七

西
村

松
蔵

階
上
区
域

階
上
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ

っ
て
、
主
と
し
て

ま
だ
ら
底
は
え
な

わ
漁
業



( )

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ク
ロ
ー
バ
ー
ズ
・
ネ
ッ
ト

三

代
表
者
の
氏
名

細
越

健
太
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
北
根
黒
松
二
の
一
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
少
し
で
も
多
く
の
人
に
人
生
を
楽
し
く
健
康
に
過
ご
し
て
頂
く
た
め
に
、
ス
ポ
ー

ツ
の
振
興
、
各
種
福
祉
活
動
を
通
し
て
、
地
域
住
民
を
中
心
と
し
た
人
々
の
生
き
が
い
作
り
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平
成
二
十
四
年
度
の
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
等
の
状
況
の
公
表

青
森
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
四
年
十
二
月
青

森
県
条
例
第
七
十
九
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
度
の
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬

入
に
係
る
事
前
協
議
等
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

協
議
の
件
数

１

事
前
協
議

三
百
七
十
件

２

協
議
内
容
の
変
更
の
協
議

三
十
六
件

二

県
外
産
業
廃
棄
物
の
種
類
及
び
量
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変

更

前

変

更

後

変
更
の
年
月
日

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進

機
構

一
般
財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推

進
機
構

平
成
��

･

�･

�

種

類

量

燃
え
殻

五
、
〇
〇
九
ト
ン

汚
泥

二
四
、
九
四
四
ト
ン

廃
油

五
七
三
ト
ン

廃
酸

二
、
〇
一
一
ト
ン

廃
ア
ル
カ
リ

一
、
六
九
〇
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

六
、
七
一
八
ト
ン

紙
く
ず

〇
ト
ン

木
く
ず

七
一
一
ト
ン

繊
維
く
ず

九
ト
ン



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

三

協
定
の
締
結
の
件
数

三
百
七
十
件

四

環
境
保
全
協
力
金
の
額

千
八
百
九
十
二
万
三
千
九
百
円

五

環
境
保
全
協
力
金
の
使
途

県
外
産
業
廃
棄
物
等
適
正
処
理
推
進
事
業
費

(

県
外
産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
を
推
進
し
、

生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
行
う
事
前
協
議
、
監
視
、
指
導
等
に
要
す
る
経
費)

不
法
投
棄
防
止
対
策
事
業
費

(

不
法
投
棄
防
止
対
策
の
た
め
に
行
う
監
視
、
指
導
等
に
要
す
る

経
費)

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

上
小
国
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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食
料
品
製
造
業
、
医
薬
品
製
造
業
又
は
香
料
製
造
業
に
お
い
て
原

料
と
し
て
使
用
し
た
動
物
又
は
植
物
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物

五
八
一
ト
ン

と
畜
場
に
お
い
て
と
さ
つ
し
、
又
は
解
体
し
た
獣
畜
及
び
食
鳥
処

理
場
に
お
い
て
食
鳥
処
理
を
し
た
食
鳥
に
係
る
固
形
状
の
不
要
物

三
一
二
ト
ン

ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

(

工
作
物
の
新
築
、
改
築
又

は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
も
の
を
除
く
。)

及
び
陶
磁
器
く
ず

三
、
四
一
一
ト
ン

鉱
さ
い

九
、
〇
三
九
ト
ン

工
作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
破
片
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
不
要
物

一
九
、
一
七
九
ト
ン

動
物
の
死
体

(

畜
産
農
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

五
、
五
〇
五
ト
ン

ば
い
じ
ん

(

特
定
の
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
ば
い
じ
ん
で
、
集

じ
ん
施
設
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

一
二
九
、
七
二
六
ト
ン

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
十
三

号
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物

一
五
ト
ン

感
染
性
産
業
廃
棄
物

一
、
〇
五
七
ト
ン

廃
石
綿
等

二
〇
六
ト
ン

燃
え
殻
及
び
ば
い
じ
ん
の
混
合
物

一
八
、
七
八
二
ト
ン

汚
泥
及
び
廃
油
の
混
合
物

一
、
一
九
一
ト
ン

汚
泥
、
廃
油
及
び
金
属
く
ず
の
混
合
物

一
二
ト
ン

汚
泥
及
び
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
混
合
物

〇
ト
ン

汚
泥
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
及
び
金
属
く
ず
の
混
合
物

一
二
ト
ン

汚
泥
及
び
金
属
く
ず
の
混
合
物

一
ト
ン

汚
泥
並
び
に
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く

ず
の
混
合
物

七
三
ト
ン

廃
酸
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
及
び
金
属
く
ず
の
混
合
物

〇
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
及
び
繊
維
く
ず
の
混
合

物

二
七
〇
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
ゴ
ム
く

ず
、
金
属
く
ず
並
び
に
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び

陶
磁
器
く
ず
の
混
合
物

五
、
九
二
六
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
並
び
に
ガ
ラ
ス
く

ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず
の
混
合
物

三
五
二
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
及
び
金
属
く
ず
の
混
合
物

四
四
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
並
び
に
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず
の
混
合
物

二
六
、
一
〇
六
ト
ン

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
並
び
に
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

及
び
陶
磁
器
く
ず
の
混
合
物

九
九
ト
ン

金
属
く
ず
並
び
に
ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁

器
く
ず
の
混
合
物

三
〇
ト
ン

合

計

二
六
三
、
五
九
四
ト
ン


